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大泉町働きやすい職場づくり奨励金の実施について

大泉町働きやすい職場づくり奨励金の交付目的、内容、交付手続等は、次のとお

りです。

１ 交付目的

町内中小企業等が実施する職場環境整備事業に係る費用の一部に対して奨

励金を交付することで、従業員が性別・国籍・障害の有無に関わらず安心し
て働ける職場環境整備を促進することを目的とします。

２ 内容

交付対象者 次のいずれにも該当する中小企業等とします。
１ 町内で１年以上事業を営み、かつ、常用雇用者の数が２

人以上である町内中小企業等。ただし、個人事業主の場合
の常用雇用者の数は、事業主の配偶者及び３親等内の親族
を除いて２人以上とします。

２ 町税の滞納がない者

３ 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有しない者

４ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規
定する事業を営んでいない者

※ 「町内中小企業等」とは、町内に事業所を有する中小企
業基本法に規定する中小企業者及び小規模企業者をいいま
す。

※ 「常用雇用者」とは、期間を定めずに又は１か月以上の

期間を定めて雇用されている者をいいます。

交付対象事業 専ら町内の事業所に勤務する従業員のために行われる次の
事業とします。

事業区分１
職場環境の改善に関する次に掲げる事業
(１) トイレ、更衣室又は休憩室等の新設又は改修
(２) バリアフリー化（スロープ、手すり等の設置、段差

解消等をいいます。）のための改修
※ 対象となる建物は、町内にある常設の建物で、奨励金
の交付を受けようとする町内中小企業等又はその代表者
が所有し、又は賃貸借契約を結んでおり、その事業の用

に供するものをいいます。
事業区分２
意識啓発・教育に関する事業（外部講師を招いて実施する

次のいずれかの研修会等を開催する事業）

(１) 職場環境の改善に資する研修会等
(２) 労働力の確保又は雇用の定着を目的とした研修会
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交付対象経費 次に掲げる経費を除いた経費について、奨励金を交付しま
す。
１ 人件費（講師謝礼を除きます。）

２ 交際費及び接待費
３ 備品購入費（対象事業と直接の関係性が認められないも
の）

４ 個人の住宅部分に係る改修費（事業所との区分が明確で

ない場合も、対象外とします。）
５ 汎用性があり、交付対象事業と直接の関連性が認められ
ない経費

６ 他の公的助成を受けている経費

７ その他、町長が目的に照らして不適当と認める経費

奨励金の額 交付対象経費に２分の１を乗じて得た額に相当する額と
し、上限は次のとおりとします。ただし、交付金額に１，０

００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるも
のとします。
事業区分１ ５０万円
※ １交付対象者につき１回限りとします。

事業区分２ ５万円
※ １交付対象者につき１年度１回限りとします。

３ 交付手続

認定申請の方 交付対象事業の認定を受けようとする者は、交付対象事業
法 に着手する前に大泉町働きやすい職場づくり奨励金認定申請

書（様式第１号）に次の書類を添えて、提出してください。
１ 交付対象経費一覧表（様式第２号）

２ 対象経費がわかる書類
３ 事業計画書（様式第３号）
４ 申請者が個人事業主の場合は、事業収入があることを証
明する書類

※ 必要に応じて関係書類の提出や現地確認を求める場合が
あります。

対象事業の認 提出された申請書類の審査及び必要に応じて現地調査を行

定の方法 い、大泉町働きやすい職場づくり奨励金認定通知書（様式第
４号）又は大泉町働きやすい職場づくり奨励金不認定通知書
（様式第５号）により、補助事業の認定の可否を当該申請者
に通知します。

認定内容の変 認定を受けた内容の変更をしようとするときは、大泉町働
更の方法 きやすい職場づくり奨励金変更承認申請書（様式第６号）に

当該変更の内容がわかる書類を添えて提出をしてください。

変更の承認時 提出された申請書類の審査を行い、結果について、大泉町
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期等 働きやすい職場づくり奨励金変更承認通知書（様式第７号）
又は大泉町働きやすい職場づくり奨励金変更不承認通知書
（様式第８号）により承認の可否を当該申請者に通知しま
す。

認定事業の取 認定を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするとき
下げ は、大泉町働きやすい職場づくり奨励金取下げ届（様式第９

号）を提出してください。

交付申請の方 交付の認定を受けた者は、交付対象事業の認定を受けた年
法 度の２月末日までに当該交付対象事業を完了し、完了後３０

日以内に、大泉町働きやすい職場づくり奨励金完了報告書

（様式第１０号）及び大泉町働きやすい職場づくり奨励金交
付申請書（様式第１１号）に次に掲げる書類を添えて、提出
してください。
１ 領収書等対象経費の支出を証する書類

２ 交付対象事業の実施がわかる写真
３ その他町長が必要と認める書類

奨励金の交付 提出された申請書類の審査を行い、適当であると認めると

時期等 きは、大泉町働きやすい職場づくり奨励金交付決定通知書
（様式第１２号）により通知します。適当と認められないと
きは、大泉町働きやすい職場づくり奨励金不交付決定通知書
（様式第１３号）により通知します。

交付決定を受けたときは、大泉町働きやすい職場づくり奨
励金支払請求書（様式第１４号）により奨励金の請求をして
ください。当該請求書が提出され次第、奨励金を交付しま

す。

奨励金の返還 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励
等 金の認定及び交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

ます。
１ 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたと
き。

２ 本要項又はその他法令に違反したとき。

３ その他町長が奨励金の交付が適当でないと認めたとき。

その他 奨励金の交付を受けた者は、６か月以内に成果報告を提出
する必要があります。

また、町は、奨励金の交付を受けた者の事業内容や成果を
町ホームページ等で紹介する場合があります。

４ 各種様式

申請書等の様 １ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金認定申請書（様式第
式 １号）

２ 交付対象経費一覧表（様式第２号）
３ 事業計画書（様式第３号）
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４ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金認定通知書（様式第
４号）

５ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金不認定通知書（様式
第５号）

６ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金変更承認申請書（様
式第６号）

７ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金変更承認通知書（様
式第７号）

８ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金変更不承認通知書
（様式第８号）

９ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金取下げ届（様式第９
号）

１０ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金完了報告書（様式
第１０号）

１１ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金交付申請書（様式
第１１号）

１２ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金交付決定通知書
（様式第１２号）

１３ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金不交付決定通知書
（様式第１３号）

１４ 大泉町働きやすい職場づくり奨励金支払請求書（様式
第１４号）

５ 事業期間

期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

６ 担当部署

大泉町役場経済振興課 電話０２７６（６３）３１１１


